
 

 

 
 

日 ・ イ ン ド ネ シ ア 経 済 連 携 協 定 （ Ｅ Ｐ Ａ ） 改 正

議 定 書 の 発 動 に 伴 う イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補

者 の 滞 在 期 間 の 延 長 に つ い て  

 

令 和 ８ 年 ２ 月 27 日 

閣 議 決 定 

 

 経 済 上 の 連 携 に 関 す る 日 本 国 と イ ン ド ネ シ ア 共 和 国

と の 間 の 協 定（ 平 成 20 年 条 約 第 ２ 号 。以 下「 日・イ ン ド

ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ 」と い う 。）に 基 づ き 本 邦 に 滞 在 し て い る イ

ン ド ネ シ ア 人 の 看 護 師 候 補 者 の 扱 い に つ い て 、次 の と お

り 決 定 す る 。  

 

１ ．  決 定 の 趣 旨  

政 府 は 、 平 成 23 年 以 降 、 日 ・ イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ

に 基 づ く イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補 者 に つ い て 、外 交

上 の 観 点 か ら 、 一 定 の 条 件 に 該 当 す る 候 補 者 に つ き 、

日・イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ に 基 づ く ３ 年 間 の 滞 在 期 間 の

ほ か 、閣 議 決 定 で １ 年 間 の 滞 在 期 間 の 延 長 を 認 め て き



 

 

 
 

て お り 、 最 長 で ４ 年 間 の 滞 在 が 可 能 と な っ て い る 。  

令 和 ６ 年 ８ 月 に 署 名 さ れ 、令 和 ７ 年 ４ 月 に 締 結 に つ

い て の 国 会 の 承 認 を 得 た 日・イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ 改 正

議 定 書 （ 以 下 「 改 正 議 定 書 」 と い う 。） の 規 定 で は 、

最長で５年間の本邦滞在が可能となる。しかしながら、

改 正 議 定 書 発 効 前 に 本 邦 に 入 国 済 み の イ ン ド ネ シ ア

人 看 護 師 候 補 者 に は 、改 正 後 の 滞 在 期 間 規 定 は 適 用 さ

れ な い た め 、同 時 期 に 本 邦 で 研 修・就 労 し て い る 改 正

議 定 書 発 効 後 に 入 国 し た イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補

者 と の 間 で 滞 在 期 間 に 差 異 が 生 ず る こ と と な る 。  

こ う し た 経 緯 を 踏 ま え 、本 決 定 は 、協 定 外 の 枠 組 み

に お い て 、追 加 的 に 国 家 試 験 の 受 験 機 会 を 与 え る 特 例

措 置 を 講 ず る こ と も 許 容 さ れ る と の 考 え の 下 、日・イ

ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ に よ る 受 入 枠 組 み を 前 提 と し た 上

で 、研 修 意 欲 の 低 下 を 招 か な い よ う 配 慮 し つ つ 、下 記

３ ．に 掲 げ る 一 定 の 条 件 に 該 当 し た 場 合 に 、日・イ ン

ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ に 基 づ く 滞 在 期 間 中 の 最 後 の 国 家 試

験 の 次 年 度 の 国 家 試 験 合 格 を 就 労・研 修 し な が ら 目 指

す こ と を 可 能 と す る こ と 、ま た 、イ ン ド ネ シ ア 政 府 か



 

 

 
 

ら 追 加 的 な 滞 在 期 間 延 長 に 係 る 要 請 が な さ れ て い る

こ と 等 に 鑑 み 、外 交 上 の 配 慮 の 観 点 か ら 、令 和 ４ 年 度

又 は 令 和 ５ 年 度 に 入 国 し た イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候

補 者 第 15 陣 及 び 第 16 陣 に つ い て は 、日・イ ン ド ネ シ

ア Ｅ Ｐ Ａ 及 び 令 和 ７ 年 ２ 月 18 日 の 閣 議 決 定 に 基 づ く

滞 在 期 間 を 超 え て １ 年 間 の 追 加 的 な 滞 在 期 間 の 延 長

を 認 め 、本 邦 で の 就 労・研 修 を 継 続 し 、国 家 試 験 を 受

験 す る 機 会 を 特 例 的 に 一 回 追 加 で き る よ う に す る も

の で あ る 。  

 

２ ．  滞 在 期 間 延 長 の 対 象 と な る 候 補 者  

今 般 の 滞 在 期 間 延 長 の 対 象 と な る 候 補 者 は 、令 和 ４

年 度 又 は 令 和 ５ 年 度 に 入 国 し た イ ン ド ネ シ ア 人 看 護

師 候 補 者 第 15 陣 及 び 第 16 陣 と す る 。  

 

３ ．  滞 在 期 間 延 長 を 認 め る に 当 た っ て の 条 件  

（ １ ） イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補 者 第 15 陣  

次 の い ず れ に も 該 当 す る 者 に 限 り 、所 要 の 手 続及

び 審 査 を 経 て 、１ 年 間 の 追 加 的 な 滞 在 期 間 延 長 を 認



 

 

 
 

め る こ と が で き る も の と す る 。  

ア  追 加 的 な 滞 在 期 間 に お け る 就 労 ・ 研 修 は 、 日 ・

イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ に 基 づ く 受 入 機 関 と の 雇 用

契 約 に 基 づ い て 行 わ れ る こ と 。  

イ  候 補 者 本 人 に よ り 、令 和 ８ 年 度 の 国 家 試 験 合 格

に 向 け て 精 励 す る と の 意 思 が 表 明 さ れ て い る こ

と 。  

ウ  受 入 機 関 に よ り 、候 補 者 の 令 和 ８ 年 度 の 国 家 試

験 合 格 を 目 指 す た め 、候 補 者 の 特 性 に 応 じ た 研修

改 善 計 画 が 組 織 的 に 作 成 さ れ て い る こ と 。  

エ  受 入 機 関 に よ り 、候 補 者 の 令 和 ８ 年 度 の 国 家 試

験 合 格 に 向 け た 受 入 体 制 を 確 保 す る と と も に 、上

記 計 画 に 基 づ き 適 切 な 研 修 を 実 施 す る と の 意 思

が 表 明 さ れ て い る こ と 。  

オ  令 和 ７ 年 度 の 国 家 試 験 の 得 点 が 一 定 の 水 準 以

上 の 候 補 者 で あ る こ と 。  

（ ２ ） イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補 者 第 16 陣  

イ ン ド ネ シ ア 人 看 護 師 候 補 者 第 16 陣 に つ い て は 、

本 邦 で 就 労・研 修 し な が ら 国 家 試 験 を 受 験 す る 機 会



 

 

 
 

を 追 加 す る た め の 滞 在 期 間 の 延 長 は 、上 記（ １ ）オ

の 基 準（ 注：日・イ ン ド ネ シ ア Ｅ Ｐ Ａ 及 び 令 和 ７ 年

２ 月 18 日 の 閣 議 決 定 に 基 づ く イ ン ド ネ シ ア 人 看 護

師 候 補 者 第 16 陣 の 滞 在 に お け る 最 後 の 受 験 機 会 と

な る 国 家 試 験 の 得 点 ） も 勘 案 し つ つ 、 基 本 的 に は 、

上 記（ １ ）と 同 様 の 条 件 の 下 に こ れ を 認 め る こ と が

で き る も の と す る 。 そ の 具 体 的 な 内 容 に つ い て は 、

改 め て 関 係 府 省 に て 検 討 す る 。  
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